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（別紙様式２－１（実施要項第４条関係）） 

＜案件名＞  

南相馬市個人情報保護条例の一部を改正する件（素案） 
区  分 内   容 

① 政策等の趣旨 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と

いう。）制定に伴い、特定個人情報（個人番号

をその内容に含む個人情報）の保護を図るた

め、南相馬市個人情報保護条例を改正するも

の。 

②   〃  目的 市が保有する特定個人情報の本人関与制度等を

明らかにするとともに、特定個人情報の保護措

置を規定するもの。 

③   〃  立案の経緯 番号法制定に伴い、条例を改正するもの。 

 

④ 立案する際に整理した

考え方及び論点 

番号法第３１条に基づき、特定個人情報及び情

報提供等記録の保護措置を条例に規定するも

の。 

⑤ 理解するための資料  

ア 根拠法令 番号法 

 

イ 上位計画等の概要  

 

 

ウ 施策等の実施により

予想される影響の程

度及び範囲 

 

エ その他、必要な資料  

 

⑥立案の際に意見を聴取

した審議会等及び主な構

成員 

南相馬市個人情報保護審査会 

⑦ 意見提出の注意事項  

 

 

⑧取扱い等結果の公表予

定時期 

平成２７年７月中旬 

 

 

 

 

 


